
 

 

呉市では，教職員の不祥事根絶に向けて，これまでもあらゆる機会を通して指導の徹底を図って 

きました。 

この度，国内で，教師が児童生徒を盗撮し，画像などをＳＮＳ上の教師間グループで共有し， 

逮捕される事案が生じました。このようなことは決してあってはならず，教育委員会としても大変 

重く受け止めています。安全・安心で信頼される学校づくりに向けて，教職員の服務規律の厳正確 

保に係るさらなる取組を徹底してまいります。 

【呉市立の公立学校では，こんなルールを決めています】 
○ 教職員は，児童生徒と不必要な身体接触はしない。 

○ 教職員は，私物の携帯電話やスマートフォン等を原則業務に使用しない。また，

私物の携帯電話やスマートフォン等で幼児児童生徒の写真や動画を撮影しない。 

○ 教職員は，所属長の許可なく，児童生徒を車に同乗させない。 

○ 教職員は，私的なメールやＳＮＳによる児童生徒とのやりとりをしない。 

○ 体育の授業等における更衣は，男女別とし，更衣中には，原則，異性の教職員は

入室しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員による児童生徒への性暴力，わいせつな行為，セクシュアル・ハラスメント等を早期に 

発見するために，通報・相談を受け付けるための窓口を設置しています。セクハラをする人は， 

「誰にも言ってはいけない。」などと口止めすることがありますが，できるだけ早く相談してく 

ださい。 

 

 

 

 
 

 

 
自分だけ周りの友達と

違う呼び方をされた。 

何度も繰り返しカメラ

を向けられた。 

自分の体を触られてびっ

くりしたり，嫌な気持ち

になった。 


